
令和８(2026)年４月 27 日 

保護者の皆様 

札幌市立宮の森小学校 

校長 下山 弘美 
 

令和８年度 学校諸費について 
 
 陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また

日頃より本校の教育活動に対しまして御支援と御協力をいただき心より感謝申し上げます。 

 さて、本年度の学校諸費について、下記のとおり引落をいたします。なお、月毎のおよその納入

金額を裏面に記載いたします。つきましてはお子様の該当学年の納入金額の確認をよろしくお願い

いたします。 

記 

■学校諸費の各費目について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■学校諸費の引落しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○用紙費…児童が学習で使用する各種用紙等及びお便り等の印刷用紙に充てられます。また、今年度

より、ゆうちょのシステム変更のため学校諸費の取扱いに手数料が新たに発生することと

なりました。用紙費の中に事務費を設定させていただき、手数料の支払いに充てさせてい

ただきます。事務費は児童一人当たり１０円を予定しております。 

○教材費…児童が学習で使用する各種教材等の購入に充てるもので、第１回(５月)と第２回(１１月)

にまとめて納入します。(一部、参加児童数で均等割りするものを含むため、金額が若干、

変更される場合があります。) 

○保健費…日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度における保護者負担金です。学校管理下の

災害に適用されます。(一部、適用条件があります。) 

○行事費…校外学習交通費(バス代やスキーリフト代など)及び宿泊的行事費(５年)が対象です。参加

児童数等によって実際の納入額が変更されますので、正式な金額は事後にお伝えします。

ここでは、現時点での予定額をお知らせしています。 

○ＰＴＡ会費…ＰＴＡ会員(家庭数)が納入する費用です。 

○ＰＴＡ共済会費…札幌市ＰＴＡ共済会による学校管理下外及びＰＴＡ活動中の災害に対する補償

の掛金で、長子と長子以外で金額が異なります。(一部、適用条件があります。) 

※令和７年度の学校徴収金につきましては、令和８年３月 25 日（水）に監査を行い、適正に執

行されたと報告を受けました。 

令和８年度の口座引落日 
 

○令和８年度の口座引落日は、右のようになっています。 

・ゆうちょ銀行の口座に、引落日の前日までに、裏面に示

す各回の納入額に 10 円(引落手数料)を加えて入金して

ください。なお、各回の徴収金額のお知らせは、学校ホ

ームページに掲載してお知らせします。 

・第１回目の引落日は、５月 11 日(月)です。年間の用紙

費、ＰＴＡ会費や教材費前期分が該当するので高額とな

っています。御注意ください。 

・なお、２月は 26 日(金)が引落日です。スキー学習のバ

ス・リフト代金が該当するので高額になっています。 

○引き落とし不能の場合は、現金での学校への納入をお願

いいたします。口座への振り込みを御希望される場合

は、保護者の方の手数料負担となります。 

※振り込まれる場合、入金を正確に把握するため、

児童名での入力に御協力ください。 

ゆうちょ銀行 札幌市立宮の森小学校 02750-7-101473 

御不明な点がありましたら、 

担当：田山（校務助手）まで 

御連絡ください。 
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